
で
も
、
患
者
さ
ん
が
話
し

て
下
さ
る
中
か
ら
生
活
上

の
問
題
点
と
か
診
断
の
き

っ
か
け
に
な
る
言
葉
と
か
、

実
は
結
構
診
察
の
上
で
役

立
つ
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
遠
慮

な
く
自
分
の
言
葉
で
具
体

的
に
お
話
し
て
下
さ
い
。

確
か
に
・
・
受
付
の
人
や

看
護
師
に
は
い
ろ
い
ろ
話

を
さ
れ
て
い
る
の
に
、
診

察
室
に
入
っ
て
も
ら
う
と

こ
ち
ら
の
問
い
か
け
に
返

事
を
し
て
も
ら
う
く
ら
い

で
、
患
者
さ
ん
か
ら
話
を

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
方
も

み
え
ま
す
ね
。

私
た
ち
保
健
師
が
健
康
相

談
等
で
「
お
医
者
さ
ん
を

前
に
す
る
と
、
思
っ
て
い

た
こ
と
を
ハ
ッ
キ
リ
話
す

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い

う
事
を
よ
く
耳
に
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
・
・
・

　こんにちは。健康管理センター保健師です。
　みなさんは、病気やケガなどで病院へ行った際、ご自分の症状を話す以外に、医師とコミュニケーシ
ョンをとられていますでしょうか？普段の生活を話すことから、病気の原因や治療の糸口が見つかるこ
ともあるそうです。今月は、医師の目からみた『医師への上手なかかり方』について、川越診療所の熊
澤正継先生にお話をうかがってみました。

で
は
、
も
う
一
つ
・
・
・

「
持
病
が
あ
る
の
で
病
院

に
通
院
し
て
い
る
も
の
の

ど
う
も
相
性
が
よ
く
な
い

し
ス
ッ
キ
リ
し
な
い
、
別

の
お
医
者
さ
ん
に
診
て
も

ら
お
う
か
？
と
も
思
う
け

れ
ど
、
な
か
な
か
踏
ん
切

り
が
つ
き
ま
せ
ん
」
と
い

う
こ
と
も
時
々
耳
に
し
ま

す
が
・
・
・
。

上
手
な
か
か
り
方
の
第
一

歩
は
、
先
ず
気
軽
に
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
の
関
係
が
上
手
く
出
来

な
い
と
「
ド
ク
タ
ー
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
」
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
転
々
と
医
師
を
変

え
た
り
、
あ
る
い
は
「
多

受
診
」
と
し
て
同
時
に
二

箇
所
以
上
の
医
師
に
か
か

り
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
治
療

を
受
け
て
、
薬
が
重
複
し

て
い
る
危
険
な
場
合
も
生

じ
ま
す
。

医
療
費
が
か
さ
み
ま
す
し
、

よ
い
結
果
が
生
ま
れ
な
い

ど
こ
ろ
か
治
療
（
薬
や
注

射
）
が
相
互
作
用
し
て
身

体
に
害
が
出
る
危
険
性
さ

え
あ
る
の
で
す
。

心
強
い
お
言
葉
で
す
ね
。

い
ざ
と
い
う
時
に
備
え
て

何
で
も
相
談
で
き
る
「
か

か
り
つ
け
医
」
を
持
つ
こ

と
は
、
と
て
も
大
切
な
こ

と
な
の
で
す
ね
。

熊
澤
先
生
、
今
日
は
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
う
で
す
ね
。
こ
の
場
合

の
一
番
の
問
題
点
は
、
医

師
と
患
者
さ
ん
の
病
気
に

対
す
る
考
え
方
や
治
療
効

果
へ
の
期
待
感
な
ど
が
、

両
者
の
間
で
差
が
あ
る
た

め
だ
と
思
い
ま
す
。

 

こ
の
差
を
う
め
る
為
に

も
お
互
い
が
話
し
合
え
る

関
係
が
大
切
で
す
。

な
る
ほ
ど
・
・
・
医
者
と

患
者
と
い
う
立
場
で
あ
っ

て
も
基
本
は
人
間
関
係

で
す
か
ら
、
よ
い
関

係
を
築
け
ば
治
療
に

も
効
果
が
上
が
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
す

ね
。

そ
う
で
す
ね
・
・
・

医
師
の
い
う
と
お

り
に
し
て
い
れ
ば
大

丈
夫
・
・
・
と
い
う

信
頼
感
も
大
切
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
病
気
は

患
者
さ
ん
と
医
師
の

相
互
の
協
力
と
理
解

が
あ
っ
て
こ
そ
克
服
で
き

る
も
の
で
す
。

そ
の
と
お
り
で
す
。

現
在
受
け
て
い
る
治
療
や

今
後
の
治
療
方
針
な
ど
に

不
安
あ
る
い
は
疑
問
な
点

が
あ
れ
ば
、
ど
ん
ど
ん
医

師
に
伝
え
て
下
さ
い
。
短

い
診
察
時
間
中
で
す
か
ら
、

お
互
い
言
葉
に
出
し
て
話

し
合
い
ま
し
ょ
う
。

私
た
ち
医
師
は
患
者
さ
ん

の
こ
と
を
第
一
に
考
え
て

い
る
の
で
す
か
ら
。

●
さ
て
、
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー

で
は
住
民
の
皆
様
の
健
康
管
理

を
支
援
す
る
た
め
の
訪
問
保
健

指
導
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
訪

問
保
健
指
導
は
対
象
者
に
応
じ

て
行
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

ご
相
談
下
さ
い
。

川
越
町
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー　
 

　
　
　

℡
３
６
５
・
１
３
９
９

保
育
所
（
園
）
入
所
児
童
を
受
け
付
け
ま
す

平　成
19年度

■
入
園
基
準

　

家
庭
に
お
い
て
次
の
事
項
で
保

育
に
か
け
る
場
合

①
家
庭
外
労
働
・
家
庭
内
労
働

②
疾
病
や
出
産
等

③
病
人
の
看
護
等

④
家
庭
の
災
害
等

⑤
そ
の
他
特
別
な
事
情
が
あ
る
場

合
　

※
年
齢
別
に
就
労
時
間
・
日
数

等
に
よ
り
基
準
点
が
あ
り
ま
す
。

ひ
ば
り
保
育
園
で
は
、
家
庭
の
状

況
に
応
じ
て
一
時
保
育
事
業
を
行

っ
て
い
ま
す
。

■
対
象
年
齢

北
部
保
育
所
・
ひ
ば
り
保
育
園

０
歳
児
（
生
後
６
ヶ
月
以
上
）

　
　
　
　
　

〜
５
歳
児

中
部
・
南
部
保
育
所

２
歳
児
（
平
成
17
年
４
月
１
日
以

前
生
ま
れ
）
〜
５
歳
児

■
受
付
期
間

10
月
２
日
（
月
）
〜
６
日
（
金
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

■
受
付
場
所

役
場
福
祉
課
、
ま
た
は
入
所(

園)

を
希
望
す
る
保
育
所(

園)

■
申
込
用
紙

役
場
福
祉
課
、
ま
た
は
入
所(

園)

を
希
望
す
る
保
育
所(

園)

に
あ
り

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課

　
　
　
　
　

３
６
６
・
７
１
１
６

　

北
部
保
育
所

　
　
　
　
　

３
６
５
・
１
５
０
２

　

中
部
保
育
所

　
　
　
　
　

３
６
５
・
１
３
９
６

　

南
部
保
育
所

　
　
　
　
　

３
６
５
・
１
５
７
１

　

ひ
ば
り
保
育
園

　
　
　
　
　

３
６
５
・
３
５
２
５

　

北部保育所

中部保育所

南部保育所

ひばり保育園

保育所（園） 保育時間

６０

６０

１１０

定　員

１２０

通常は
午前８時３０分
　　　～
午後４時まで

※在園児の人数により入園児数が決まります
ので、ご了承ください。
　保護者の都合で保育時間の延長を必要とす
る場合の保育時間は以下のとおりです。
■月曜日～金曜日
　公立保育所　　午前７時30分～午後６時30分
　ひばり保育園　午前７時～午後７時
■土曜日（就労等されている方のみ）
　公立保育所　　午前７時30分～午後５時30分
　ひばり保育園　午前７時～午後７時

保 育 定 員 と 保 育 時 間

幼稚園保育料
月額2,500円平成18年度まで

月額3,500円平成19年度から

保
育
料
改
定
の

　

お
知
ら
せ

　

平
成
19
年
度
よ
り
、
保
育
所
（
園
）
・
幼
稚

園
の
保
育
料
が
次
の
よ
う
に
改
定
さ
れ
ま
す
。

保
育
所(

園)

の
保
育
料
に
関
し
て
の
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　
　

福
祉
課　
　
　

℡
３
６
６
・
７
１
１
６

幼
稚
園
保
育
料
に
関
し
て
の
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　
　

学
校
教
育
課　

℡
３
６
４
・
２
５
３
９

第４階層 18,000 14,000

第１階層 生活保護法による被保護世帯 0 0

階層区分 定        義 ３歳未満児の
　　場合

３歳以上満児の
　　 場合

第２階層 町民税非課税世帯 4,500 3,000

第３階層 町民税課税世帯 10,000 7,500

第１階層を除き、前年分の
所得税非課税世帯であって、
前年度分の町民税の額が次
の区分に該当する世帯

64,000円未満

第５階層 28,500 19,000

第６階層 37,000 23,000

第７階層 43,000 26,000

第１階層を除き、前年

分の所得税課税世帯で

あって、その所得税の

額の区分が次の区分に

該当する世帯

64,000円以上
160,000円未満
160,000円以上
408,000円未満

408,000円以上

第４階層 17,000 12,000

第１階層 生活保護法による被保護世帯 0 0

階層区分 定        義

3歳未満児の
場合（月額）

3歳以上児の
場合（月額）

3歳未満児の
場合（月額）

3歳以上児の
場合（月額）

第２階層 町民税非課税世帯 2,500 2,000

第３階層 町民税課税世帯  9,500 7,000

第１階層を除き、前年分の
所得税非課税世帯であって、
前年度分の町民税の額が次
の区分に該当する世帯

80,000円未満

第５階層 24,000 14,000

第６階層 31,000 18,000

第７階層 33,000 20,000

第１階層を除き、前年

分の所得税課税世帯で

あって、その所得税の

額の区分が次の区分に

該当する世帯

80,000円以上
200,000円未満
200,000円以上
510,000円未満

510,000円以上

改
定
前

改
定
後

保育所（園）の保育料

医師の上手なかかり方
川越診療所

　熊澤正継
先生に聞く

熊

熊

熊

熊

熊

熊

保

保

保

保

保

　

平
成
19
年
４
月
に
保
育
所
（
園
）

に
入
所
（
園
）
を
希
望
さ
れ
る
児
童

を
受
け
付
け
ま
す
。

■
入
園
基
準

　

家
庭
に
お
い
て
次
の
事
項
で
保
育

に
か
け
る
場
合

①
家
庭
外
労
働
・
家
庭
内
労
働

②
疾
病
や
出
産
等

③
病
人
の
看
護
等

④
家
庭
の
災
害
等

⑤
そ
の
他
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

　

※
年
齢
別
に
就
労
時
間
・
日
数
等

　
　

に
よ
り
基
準
点
が
あ
り
ま
す
。

　

ひ
ば
り
保
育
園
で
は
、
家
庭
の
状

況
に
応
じ
て
一
時
保
育
事
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。

■
対
象
年
齢

北
部
保
育
所
・
ひ
ば
り
保
育
園

　

０
歳
児
（
生
後
６
ヶ
月
以
上
）

　

〜
５
歳
児

中
部
・
南
部
保
育
所

　

２
歳
児
（
平
成
17
年
４
月
１
日
以

　

前
生
ま
れ
）
〜
５
歳
児

■
受
付
期
間

10
月
２
日
（月）
〜
６
日
（金）
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分

■
受
付
場
所

役
場
福
祉
課
、
ま
た
は
入
所
（
園
）

を
希
望
す
る
保
育
所
（
園
）

■
申
込
用
紙

役
場
福
祉
課
、
ま
た
は
入
所
（
園
）

を
希
望
す
る
保
育
所
（
園
）
に
あ
り

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課

　
　
　
　
　

℡
３
６
６
・
７
１
１
６

　

北
部
保
育
所

　
　
　
　
　

℡
３
６
５
・
１
５
０
２

　

中
部
保
育
所

　
　
　
　
　

℡
３
６
５
・
１
３
９
６

　

南
部
保
育
所

　
　
　
　
　

℡
３
６
５
・
１
５
７
１

　

ひ
ば
り
保
育
園

　
　
　
　
　

℡
３
６
５
・
３
５
２
５

　


